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   Ｄ２１Ｈ  27/30     (2006.01)
   Ｄ２１Ｈ  27/00     (2006.01)
   Ｄ２１Ｈ  13/40     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/12     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   5/24     (2006.01)
   Ｅ０４Ｂ   1/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ２１Ｈ  27/30    　　　Ｃ
   Ｄ２１Ｈ  27/00    　　　Ｅ
   Ｄ２１Ｈ  27/30    　　　Ｂ
   Ｄ２１Ｈ  13/40    　　　　
   Ｂ３２Ｂ  27/12    　　　　
   Ｂ３２Ｂ   5/24    １０１　
   Ｅ０４Ｂ   1/14    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月16日(2014.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の建築部材用複合シートは、ガラス繊維と木材パルプとバインダー繊維とを含有
する不織布（Ａ）と合成樹脂フィルム（Ｂ）とを貼り合わせた複合シートであり、該不織
布（Ａ）は２層以上の多層シートであり、該不織布（Ａ）の合成樹脂フィルム（Ｂ）と貼
り合わせる側の層は木材パルプを含有しないか、または質量比で木材パルプよりもガラス
繊維を多く含有しており、不織布（Ａ）の合成樹脂発泡体からなる芯材と接する層は、ガ
ラス繊維を含有しないか、または質量比でガラス繊維よりも木材パルプを多く含有してい
る建築部材用複合シートである。以下、特に断らない限り、本発明で言う「不織布」は、
「ガラス繊維と木材パルプとバインダー繊維とを含有する不織布（Ａ）」を指し、「合成
樹脂フィルム」は、「合成樹脂フィルム（Ｂ）」を指すものとする。
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